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1．趣 旨： 
 

現在、複雑化・多様化する福祉課題等への対応において、住民を含めた地域の様々な主体が参

画し、地域をともに創っていく「地域共生社会」づくりに向けた取り組みが各地ですすめられて

います。そうしたなか、民生委員・児童委員活動への期待も一層高まっています。 

今後の委員活動の強化では、民児協においてリーダー的な役割を果たしている方がたによる

経験の浅い委員への適切なアドバイスや支援等を実効性のあるものとしていくことが不可欠に

なっています。また、関係機関との適切な情報共有と連携強化に向けて、定例会の運営等を含め

た民児協の基盤強化も重要です。 

本研修会は、単位民児協のリーダー層を対象として、民生委員・児童委員活動やリーダーに期

待される役割とともに、民児協の組織運営に関する基本的な知識や具体的な取り組み等につい

て理解を深めることを目的に開催するものです。 

 

＜本研修会における学びのポイント＞  

➢ 委員活動に関連する国の政策等の最新動向を学ぶ。 

➢ 単位民児協の会長・副会長等のリーダー層に求められる「リーダー」としての役割等を学ぶ。 

➢ 「人権意識」の向上に資するため、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性」

（LGBTQ）についての理解を深める。  

➢ 参加者同士のグループワークでの意見交換を通して、民児協の組織運営の充実・強化の具体

的な方法について考える。 

 

 

2．主  催： 全国民生委員児童委員連合会、全国社会福祉協議会 

 

 

3．期  日： 令和６年 10月 17日（木）～18日（金）【２日間／完全集合研修】 

※ オンライン参加および後日のアーカイブ配信等はありません。 

 

 

4．会  場： 全国社会福祉協議会「灘尾ホール」 

（東京都千代田区霞が関 3－3－2 新霞が関ビル ロビー階） 

※ 会場までのアクセス方法（下記 URL・右記 QRコード参照）： 

https://www.shakyo.or.jp/tsuite/access/index.html 

 

5．募集定員： 200名【原則、各都道府県･指定都市３名を上限とする】 

※ 参加申込締切後、各都道府県･指定都市からの申込状況および会場の状況等

を鑑み、若干、定員数を増やす場合があります。 

令和６年度 全国民生委員･児童委員リーダー研修会 
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【
２
日
目
】 

  

※ 各都道府県･指定都市において、上限３名より参加者を増やしたいご希望

のある場合（おおむね１名程度の参加増を想定）は、別紙「参加・交流

会・宿泊のご案内」に記載の参加申込 Webサイト（URL）から、事前にそ

の旨をお知らせください。 

➢ お知らせ方法：「新規お申し込みはこちら」⇒「新規申込画面へ進む」

⇒「お申し込み連絡担当者情報入力」ページの下部に「通信欄」に

て、「（例）１名追加希望」とご記載ください（追加希望の参加者にか

かる情報は入力しないでください）。 

※ なお、申込状況および会場の状況等により、必ずしも各都道府県・指定都

市すべてのご希望に沿えないことが十分にありますので、あらかじめご了

承いただいたうえで追加希望をお知らせくださいますようお願いいたしま

す。結果は、メールもしくは電話でお知らせいたします。 

 

6．参加対象： 地域における単位民児協による実践活動、あるいは他の関係団体等との協働に

よる実践活動で、リーダー的役割を果たしている（あるいは、今後リーダー的

役割が期待されている）民生委員・児童委員 

 

 

 

 

7．参加条件：  ①全日程（２日間）参加できること 

②各都道府県・指定都市内において、本研修会の学びを持ち帰り、共有い 

ただけること 

 

8．参加費： 3,000円（資料代含む） 

※ 1 日目終了後の交流会費 8,000 円 （税込）は、上記に含みません（事前申込

制・立食形式）。 

※ 本研修会への参加にかかる旅費も上記に含みません。 

 

9．プログラム（予定）：  

※ 各日のプログラムのテーマや登壇者等については、次頁以降をご参照ください。 

※ なお、都合により、テーマや内容が一部変更となる場合があります。あらかじめご了承

ください。 
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ここでいう「実践活動」は、単位民児協が地域の社協や住民グループ、ボランティア等

と協働して行っている小地域福祉活動、ふれあいサロンや子育てサロンなどを想定し

ています。 

【
１
日
目
】 
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【１日目：10月 17日（木）】 

日程 テーマ・登壇者等 

12:15頃 受付開始 

12：55～13：00 

（５分程度） 
オリエンテーション／全国民生委員児童委員連合会 事務局 

13：00～13：10 

（10分程度） 
開会挨拶／全国民生委員児童委員連合会 広報・研修部会 

13：10～13：50 

（40分） 

＜行政説明①＞ 

 「地域共生社会の推進と民生委員・児童委員に期待される役割」（仮） 

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 

13：50～14：30 

（40分） 

＜行政説明②＞  

「わが国のこども政策の動向と民生委員・児童委員に期待される役割」

（仮）  

こども家庭庁 成育局 成育環境課 

14：30～14：45 

（15分） 
休憩 

14：45～15：45 

（60分） 

＜講義①＞ 

「民生委員・児童委員、主任児童委員の活動推進に向けたリーダーとし

ての役割」（仮） 

桃山学院大学 社会学部 准教授 南 友二郎 氏 

【講義のねらい】 

➢ こんにち、多くに民児協において、経験の浅い委員をはじめとする

悩みや課題等を抱える委員を支えることが一層重要となっている。 

➢ 民児協運営を充実・強化していくうえで、民児協を引っ張っていく

立場にある会長やリーダー層の意識や役割がとりわけ重要である。 

➢ 民生委員・児童委員、主任児童委員活動を推進していくうえでのリ

ーダーとして求められる役割を学ぶ。 

 

15：45～15：55 

（10分） 
休憩 

15：55～17：15 

(80分) 

＜グループワーク＞ 

「民生委員・児童委員、主任児童委員活動の充実と継続性を高める民児

協運営」（仮） 

桃山学院大学 社会学部 准教授 南 友二郎 氏 

【講義のねらい】 

➢ 一人ひとりの民生委員・児童委員が委員活動を充実させ、次期以降

への継続につなげていくうえで、民児協の運営の質が大きなカギを

にぎる。 

➢ そのため、定例会の運営や、児童委員と主任児童委員の連携、行政

や関係機関との情報共有等について、参加者同士の意見交換を通し

て民児協の組織運営の充実・強化を考えていく。 
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17:15～17:30 

（10分程度） 

１日目プログラム終了・事務連絡等 

※ 交流会（事前申込制）に参加いただく皆さまは、開始時間までに会場

（霞山会館）へのご移動をお願いいたします。 

17:30～18:00 

（30分） 

移動・交流会受付（霞山会館） 

※ 17時 55分頃までに、霞山会館受付にて「交流会参加券」をお渡し

ください。 

18：00～19：30 

（90分程度） 

交流会（情報交換会・名刺交換会）／事前申込制・立食形式 

会場：霞山会館 

東京都千代田区霞が関三丁目 2番 1号  

霞が関コモンゲート西館※37階 

※研修会会場から徒歩２分 

 

 

【２日目：10月 18日（金）】 

時間 テーマ・登壇者等 

9:30～10:10 

（40分） 

＜グループワーク＞ 

「民生委員・児童委員、主任児童委員活動の充実と継続性を高める民児

協運営」（仮） 

桃山学院大学 社会学部 准教授 南 友二郎 氏 

【グループワークのねらい】 

➢ 前日のグループワークの内容について、他のグループとの共有を行

うとともに、講師の助言を受け、民児協の組織運営についてさらに

学びを深める。 

10：10～10：20 

（10分） 
休憩 

10:20～11:20 

（60分） 

＜講義②＞〈人権研修プログラム〉 

「セクシャル・マイノリティの方の人権理解と民生委員・児童委員活

動」（仮） 

宝塚大学 看護学部 教授 日高 庸晴 氏 

【講義のねらい】 

➢ 昨年６月に通称・LGBT法が成立・施行され、民生委員・児童委員

も、法の趣旨をふまえて活動することが求められる。 

➢ 本人や家族が関連して何らかの課題等を抱える場合は、家庭や学

校、地域住民、その他の関係者と協力しながら本人や家族に寄り添

う取り組みを行うことが求められる。 

➢ セクシャル・マイノリティの方の人権を考えるうえで、民生委員・

児童委員として留意すべき視点等について学びを深める。 

11：20～11：30 

（10分） 
事務連絡・終了 
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10．参加申込・締め切り等: 

都道府県・指定都市民児協ごとに参加者を取りまとめ、令和６年９月 30 日（月）まで

に、別紙「参加・交流会・宿泊のご案内」に記載の申込サイト（Web サイト）から参加申込

登録をお願いいたします。 

※ 1 日目プログラム終了後の交流会は、事前申込制です（別途、会費がかかります）。当日、

飛び入りの参加はできませんので、あらかじめご了承ください。 

※ 申込後の変更や取消の手続きも同サイトから可能ですので、詳細は別紙のご案内をご参照

ください。 

【参加申込や宿泊等に関する問い合わせ先】 

名鉄観光サービス（株）MICE センター 担当: 吉見、北川 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３-３-２ 新霞が関ビル ロビー階 

TEL: 03-3595-1121 FAX:03-3595-1119 受付時間: 平日 10:00～17:00 
 

≪参加申込等に関する連絡について≫ 

① 参加申込後、名鉄観光サービス（株）MICE センターより、同サイトから登録いただいた

申込代表者（各都道府県・指定都市民児協事務局）のメールアドレスに、申込内容（登

録情報）が自動メールされます。内容に不備等があれば、適宜、同サイトから変更や取

消の手続きを行ってください。その他の不明点等については、名鉄観光サービス（株）

MICEセンターにお問い合わせください。 

② 当日参加券や交流会参加券等については、申込サイトより参加者分をダウンロードい

ただきます。10 月４日（金）を予定し、名鉄観光サービス（株）MICE センターより、申込

代表者のメールアドレス宛てに「参加券ダウンロード」の開始メールをご連絡いたしま

す。参加者までお渡しのうえ、当日、参加者ご本人がご持参ください。 

※万一、参加券等をお忘れの場合は、受付時にスタッフにお申し出ください。 

③ なお、やむを得ない事情により、急遽本研修会の参加ができない場合は、必ず名鉄観

光サービス（株）MICEセンターにご連絡ください。 
 

11．個人情報の取り扱いについて: 

⚫ 本研修会の参加申込を通じて取得した参加申込者の個人情報については、本会（全国社会

福祉協議会）が定めるプライバシーポリシー（個人情報の保護に関する方針）に基づき取り

扱います。 

⚫ なお、本研修会にかかる参加申込の受付および宿泊手配等につきましては、名鉄観光サー

ビス（株） MICE センターと個人情報の適正な取り扱いについて契約を交わしたうえで同社

に業務を委託いたします。 

⚫ 個人情報は、本研修会の運営に関する業務以外の目的には使用いたしません。 

⚫ 「都道府県・指定都市名」「所属民児協名」「氏名」について、『参加者名簿』を作成し、参加者

に配布いたします。 
 

12．本研修内容に関する問い合わせ（申込登録、参加費の支払いや宿泊等に関すること以外）: 

  全国民生委員児童委員連合会事務局（担当: 大澤、中島） 

  〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル内 

TEL: 03-3581-6747 FAX: 03-3581-6748 E-mail: z-minsei@shakyo.or.jp 
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